
指定管理者制度を適用している施設（公募・非公募、指定管理期間）

【現 行】

【公共的団体】 【市民団体等】

【改正後】

【公共的団体】 【市民団体等】 【その他特定企業等】

市民病院 ㋷

市営住宅
野岳湖公園 ㋷
琴平岳展望所 ㋷
市民プール
屋内プール
市民交流プラザ
体育文化センター
体育施設８施設

療育支援センター
高齢者活動支援施設
高良谷牧場
漁港
総合福祉センター
勤労者センター

地区コミュニティセンター
黒木山小屋
アーチェリー場
児童体育館
鈴田、南部、北部運動広場
武道館、弓道場

非公募公募

5年超

5年

期 間

市民病院 ㋷

市営住宅

野岳湖公園 ㋷

琴平岳展望所 ㋷

市民プール

屋内プール

市民交流プラザ

体育文化センター

体育施設８施設

療育支援センター

高齢者活動支援施設

高良谷牧場

漁港

総合福祉センター

勤労者センター

地区コミセン

黒木山小屋

アーチェリー場

児童体育館

鈴田、南部、北部運

動広場

武道館

弓道場

非公募公募

5年超

5年

期 間

自然共生型アウトド

アパーク ㋷

※体育施設８施設 …森園運動広場、森園ファミリースポーツ広場、陸上競技場、野球場、テニスコート

郡中学校運動場夜間照明施設、補助グラウンド、古賀島スポーツ広場

※㋷ …利用料金制を導入している施設


